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川崎市職員措置請求について（通知） 

平成２５年１２月２０日付け川崎市職員措置請求（以下「本件措置請求」とい

う。）については、次の理由により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）第２４２条の要件を欠いて不適法であり、これを却下するこ

ととしたので、その旨を通知します。 



理 由 

１ 本件措置請求は、本市施設等の人的警備業務委託及び機械警備業務委託のう

ち、平成２５年度において特命随意契約により執行した２８件について、随意

契約は地方公共団体の契約方法としては例外であり、当該契約を競争性のある

契約方法に切り替え、長期継続契約方式も併用すれば、過去の契約金額減少事

例を参考にすると、平成２５年度契約金額の２５パーセント程度にまで減少す

ることが予想されることから、平成２６年度においても特命随意契約で執行す

れば損害が発生するおそれは明白であるとして、平成２６年度における当該契

約を特命随意契約とすることを差し止め、競争性のある契約方法に改めるよう、

契約行為に関わる本市職員に対して勧告することを求めるものである。 

２ 法第２４２条に規定する住民監査請求は、具体的な違法又は不当な財務会計

行為等を対象とするものであることから、請求を行うに当たっては、違法又は

不当な行為等を個別的、具体的に摘示し、かつ、その事実があることを証する

書面を添付しなければならず、それがなされない場合は住民監査請求の要件を

欠くこととなる（最高裁判所平成２年６月５日判決（平成１年（行ツ）第６８

号）参照）。 

３ この点、請求人は、上記２８件の警備業務委託契約が違法、不当である理由

として、概ね次のような主張を行っている。 

（１）地方公共団体の契約において、法令上、随意契約は例外的な契約方法であ

り、随意契約条項の適用については慎重に判断すべきこと 

（２）本市において、随意契約から競争性のある契約方法に変更したことにより、

契約金額が大幅に減少した事例があること 

（３）平成１６年度以降、財政局長名等で全庁に契約事務の適正な執行に係る通

知が繰り返し発せられており、本市全体の警備業務委託契約の９２パーセン

ト以上が、すでに競争性のある契約方法を採用していることから、上記２８

件の警備業務委託契約についても、競争性のある契約方法に改めることは十

分可能と考えられること 



（４）平成１４年度以降の本市の行財政改革では、多くの取組による改革効果が

報告されているが、上記２８件の警備業務委託契約については、本市財政の

効率化に全く寄与していないこと 

（５）過去の本市及び他都市の監査結果等においても、契約方法の改善に係る指

摘や意見があり、これを受けて競争性のある契約方法を採用するなどの措置

が講じられた報告も多数みられること 

４ 法第２３４条第２項は、随意契約は政令で定める場合に該当するときに限り

行うことができる旨を定めており、同項に基づき、地方自治法施行令（以下「令」

という。）第１６７条の２第１項は、随意契約によることができる場合を列挙

している。 

 監査委員が関係書類を閲覧したところ、上記２８件に係る平成２５年度警備

業務委託契約のうち、令第１６７条の２第１項第１号により１５件、同第２号

により９件、同第６号により２件、同第１号及び同第２号により１件、同第１

号及び同第７号により１件、それぞれ随意契約とされており、いずれも特命随

意契約により執行されていた。 

警備業務委託契約についても、個別具体的な事情によっては令第１６７条の

２第１項各号に該当する場合があり得るところであるが、令第１６７条の２第

１項第２号に関しては、「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該

当するか否かについて、判例は、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、

内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者

の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解しており（最高裁昭和６２

年３月２０日判決（昭和５７年（行ツ）第７４号）参照）、同第６号及び同７

号についても同様に解釈されると考えられる。 

しかしながら、請求人は、随意契約は例外で、本市でも警備業務委託契約の

大多数が競争性のある契約方法を採用していることや本市財政の効率化の一

般論等から上記２８件の警備業務委託契約が違法、不当であると主張している

にとどまり、上記２８件の警備業務委託契約それぞれについて、なぜこれらが



令第１６７条の２第１項各号に掲げる場合に該当するといえないのか、なぜこ

れらを特命随意契約で執行することが違法、不当であるのか等を個別的、具体

的な事情に則して主張しておらず、これらが違法又は不当であることを証する

個別具体的な事実証明書も提出していない。 

結局のところ、本件措置請求は、特命随意契約による上記２８件の警備業務

委託契約について、その違法性又は不当性を個別的、具体的に摘示しないまま

に、漠然と違法又は不当の疑いがあるとして、監査委員に対しその調査を求め、

違法又は不当な契約があった場合にその差止めないし是正を行うよう求めて

いるにすぎないものである。 

５ よって、本件措置請求は、法第２４２条の要件を欠き、不適法であるので、

合議によりこれを却下すべきものと判断した。 

なお、監査委員としては、請求人が引用した平成１７年４月１１日付け１７

川監公第８号（定期監査結果）や平成１８年５月１０日付け１８川監公第８号

（行政監査結果）等の監査結果において、随意契約に関して言及してきたとこ

ろであるが、今後も定期監査等において適正な契約事務がなされているか、注

視していくことを付記する。 


